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本参考資料では、
・青文字：安全性向上評価届出に係る改善事項※に対して改善を実施した項目
・赤文字：第3回安全性向上評価届出におけるポイント
を示す。
※：平成29年度 第59回原子力規制委員会 資料１（平成30年1月17日）

添付資料１ これまでに実施済みまたは運用開始済みの安全性向上計画
添付資料２ これまでの社会への情報発信、社会とのコミュニケーション実績
添付資料３ これまでの継続的な安全性向上に係る具体的な取り組み
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１．安全性向上評価について
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○ 安全性向上評価は、事業者自らが、定期事業者検査（以下「定検」という。）毎に、定検終了日から

６ヶ月以内にプラント状況を確認・評価するとともに、その結果を踏まえた追加措置に対する安全性向上計
画を策定するものであり、原子力規制委員会へ届け出るとともに公表することが義務付けられている。

○ 第３回安全性向上評価については、第16回定検終了（本年６月20日）時点のプラント状態の確認
およびその状態での各種評価を実施し、12月19日に原子力規制委員会へ届け出た。
【過去実績】第１回安全性向上評価届出 2019年５月24日
【過去実績】第２回安全性向上評価届出 2022年７月22日

従来の基準に基づく対策
耐震・耐津波、自然現象

火災、電源確保等

原
子
力
リス
ク
・安
全
性

期 間

安全性

原子力リスク

重大事故に対する備え
（事業者の自主対策）

福島第一原子力発電所事故
前 後

新規制基準に基づく設計基準対策
耐震・耐津波、内部溢水、火災

自然現象（火山・竜巻・森林火災含む）
電源確保等

新規制基準に基づく重大事故等対策
炉心損傷・格納容器機能喪失防止

放射性物質拡散抑制
意図的な航空機衝突への対応

特定重大事故等対処施設の設置

更なる安全性
向上に向けた取り組み

確率論的リスク評価等の
結果を踏まえた追加措置

今後も継続的
に取り組む

従来に対して
強化・新設された

従来に対して
新設された

自主的な追加
措置等

ハード・ソフト対策や
各種評価の不確かさ低減など

図 当社の安全性向上に向けた取り組み（イメージ）

１．安全性向上評価について

・保安活動の実施状況
・国内外の最新の科学的知見及び技術的知見
・確率論的リスク評価
・安全裕度評価
・中長期的な評価 等

安全性向上に係る追加措置の抽出

・総合的な評定
・安全性向上対策の実施計画策定

図 安全性向上評価の主な流れ

抽出した追加措置から、計画立案に向けた
安全性向上に係る追加措置の協議
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○ 安全性向上評価は４章構成であり、それぞれ以下の内容をとりまとめています。

[第１章：安全規制によって法令への適合性が確認された範囲]
【評価実施時期：定検毎】

・安全規制によって法令への適合性が確認された範囲の設備や手順等について、定検終了時点の
状態の確認

[第２章：安全性の向上のため自主的に講じた措置]
【評価実施時期：定検毎】

・安全性向上に向けた取り組み方針、定検終了までの保安活動の実施状況、最新知見等の調査
及びその結果を踏まえた追加措置の確認

[第３章：安全性の向上のため自主的に講じた措置の調査および分析]
【評価実施時期：原則５年毎※1】

・確率論的リスク評価（ＰＲＡ）※２、安全裕度評価（ストレステスト）※３及び安全性向上活動
の実施状況に関する中長期的な評価※４を実施し、プラントの安全性の評価及びその結果を踏ま
えた追加措置の抽出
[第４章：総合的な評定]

【評価実施時期：原則５年毎※１】
・抽出した追加措置に関する安全性向上計画を策定

※１：PRAもしくはストレステストの評価に大きな影響を与えることが見込まれる大規模な工事を実施した場合は、５年未満でも評価を実施。また、安全性向上活
動の実施状況に関する中長期的な評価については、原則10年毎に実施

※２：内部事象（機器の故障等）、外部事象（地震、津波等）を起因とする炉心損傷頻度、格納容器機能喪失頻度等を評価
※３：設計上の想定を超える地震、津波等の外部事象に対する頑健性を評価（クリフエッジの特定）

クリフエッジ：地震動や津波高さが設計基準を超えて事象収束に必要な設備の機能喪失が生じることにより、事象進展が急変して燃料等の重大な損傷に
至る状態となる場合に、支配的となる設備及びその裕度を表す指標

※４：保安活動や自主的な取り組みについて調査分析し、中長期的な観点から有効性を評価

１．安全性向上評価について
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２．第３回安全性向上評価の概要
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[第１章：安全規制によって法令への適合性が確認された範囲]
○安全規制によって法令への適合性が新たに確認された範囲の設備や手順等を、これまでの安全性向

上評価で取りまとめた内容に反映し、定検終了時点の最新のプラント状態を確認した。
○原子力発電所の安全機能を確保する上で重要な設計要件をとりまとめた設計基準文書（DBD）の
一覧表を届出書に加えた。

[第２章：安全性の向上のため自主的に講じた措置]
○「保安活動の実施状況」の評価結果や「国内外の最新の科学的知見及び技術的知見」の収集・分析

結果から、安全性向上、信頼性向上に寄与する自主的な追加措置を抽出した。

[第３章：安全性の向上のため自主的に講じた措置の調査および分析]
○「確率論的リスク評価」について、第1回安全性向上評価から５年毎の改訂として、他のPRAのベースと

なる内部事象出力運転時PRAモデルについて、プラントの最新の設計情報及び運用情報、パラメー
タ更新、並びに伊方３号プロジェクト等を通じて得られたPRAモデル高度化技術を反映し、PRAモデ
ル更新を実施した。
同PRAモデルの評価結果から、代表的な事故シナリオを分析して、原子力施設の設計や運用の改善点
を⾒出し、安全性向上に寄与する追加措置を検討・抽出した。

２．第３回安全性向上評価の概要
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[第４章：総合的な評定]
○第２章～第３章の評価結果をもとに、抽出された追加措置の中から、今後実施を計画するプラントの
安全性向上に資する自主的な追加措置等を整理し、追加措置に関する安全性向上計画を策定した。
・ 実施済みまたは運用開始済みの追加措置 ４件

停止時リスク管理の運用見直し及び高リスク工程における補償措置の実施運用 【２章 保安活動】
リスクマネジメントの実践のための基本的考え方の制定及びリスクマネジメント活動 【２章 保安活動】
燃料漏えい発生時の定期事業者検査中における被ばく低減対策 【２章 保安活動】
技術力・現場力継承のためのSAT※の仕組みの導入 【２章 保安活動】 ※:Systematic Approach to Trainingの略

・ 今後実施を計画する追加措置 ６件
デジタル安全保護回路ソフトウェア共通要因故障対策 【２章 新知見情報】【２章 保安活動】
使用済樹脂貯蔵タンクの増設 【２章 保安活動】
設計の経年化評価から得られた知見の技術資料（教育資料等）への反映 【２章 新知見情報(設計の経年化評価)】
運転員及び緊急時対応要員への教育・訓練プログラム策定へのリスク情報の活用 【３章 確率論的リスク評価】
１次冷却系統のフィードアンドブリード操作の信頼性向上 【３章 確率論的リスク評価】
巡視点検時の余熱除去ポンプRWST戻り弁閉状態の監視強化 【３章 確率論的リスク評価】

・ 今後検討に取り組む追加措置 ２件
ECCS再循環切替自動化設備の導入 【２章 新知見情報(設計の経年化評価)】【３章 確率論的リスク評価】
１次冷却材ポンプシャットダウンシールの導入 【２章 新知見情報(設計の経年化評価)】【３章 確率論的リスク評価】

○第2回安全性向上評価で整理した安全性向上計画の実施状況を確認した。
・完了分 ４件

多目的水源ピット（非常用ガスタービン発電機建屋地下貯水槽）の活用
非常用外部電源受電設備の活用
１次系配管取替工事
187kVガス絶縁装置断路器の恒常的な対策

２．第３回安全性向上評価の概要

・今後実施分 ３件
炉内計装盤更新工事
使用済燃料乾式貯蔵施設の設置
確率論的地震ハザード高度化を踏まえた地震PRAの実施
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○ 第3回届出では、原子力発電所の安全機能を確保する上で重要な設計要件をとりまとめた設計基準

文書（DBD）を整備したため、DBDの一覧表を届出書に加えた。引き続き、プラントの最新状態を１
つの図書で把握できるよう改善するとともに、効率化に向けて検討していく。

第１章 安全規制によって法令への適合性が確認された範囲

定期安全レビュー
（PSR）

設置変更許可
申請書

設計および工事
計画認可申請書

保安規定

保全計画書

米国R.G1.206
(JANSI JSAR)

系統線図等

安全性向上評価届出書 第1章 記載事項
1.1 発電用原子炉施設の概要
1.1.1 設置等の経緯
1.1.2 施設及び設備の概要

1.1.3 運転実績
1.1.4 施設に係る組織
1.1.5 国際動向を踏まえた記載の充実

1.2 敷地特性
1.2.1 敷地
1.2.2 気象
1.2.3 地盤
1.2.4 水理
1.2.5 地震
1.2.6 社会環境

1.2.7 津波
1.2.8 火山
1.2.9 竜巻
1.2.10 生物
1.2.11 外部火災
1.2.12 国際動向を踏まえた記載の充実

1.3 構築物、系統及び機器
1.3.1 発電用原子炉施設の位置
1.3.2 発電用原子炉施設の一般構造
1.3.3 原子炉本体の構造及び設備
1.3.4 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵

施設の構造及び設備
1.3.5 原子炉冷却系統施設の構造及び設備
1.3.6 計測制御系統施設の構造及び設備

1.3.7 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
1.3.8 放射線管理施設の構造及び設備
1.3.9 原子炉格納施設の構造及び設備
1.3.10 その他発電用原子炉施設の附属施設の

構造及び設備
1.3.11 国際動向を踏まえた記載の充実

1.4 保安のための管理体制及び管理事項
1.4.1 発電用原子炉施設の運転に係る

保安の考え方
1.4.2 品質保証活動
1.4.3 運転管理
1.4.4 燃料管理

1.4.5 放射性廃棄物管理
1.4.6 放射線管理
1.4.7 施設管理
1.4.8 緊急時の措置
1.4.9 健全な安全文化の育成および維持
1.4.10 国際動向を踏まえた記載の充実

1.5 法令への適合のための安全性評価結果
1.5.1 周辺監視区域の外における実効線量

の算定の条件及び結果
1.5.2 運転時の異常な過渡変化

1.5.3 設計基準事故
1.5.4 重大事故に至るおそれがある事故又は重大

事故
1.5.5 国際動向を踏まえた記載の充実

添付資料 参考資料

許
認
可
図
書

参照した
国際標準等

原子力規制検査制度を通じて
規制委員会へ開示

組立図

計器設定値
リスト 設定根拠

発電所管理図書
一覧表

上記図書の一覧表

配線接続図 仕様書 等

第2回
届出書に
加えた内容

設計基準文書
（DBD）
一覧表

第3回
届出書に
加えた内容

・ 第１回届出では最新の許認可図書等の内容を整理するとともに、米国NRCの規制指針R.G1.206やJANSI JSARガ
イド※を参考に、国際動向を踏まえた記載充実を実施。また、プラントの最新状態を把握する観点から、発電所で管理し
ている系統線図を届出書に含めた。

・ 第2回届出では、系統線図を含む発電所管理図書の一覧表を届出書に加え、プラントの最新状態を１つの図書で把
握できるよう改善を実施した。

※：事業者自主安全評価書ガイドライン 一般社団法人 原子力安全推進協会 2018年4月制定、2019年5月改定
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2.1 安全性の向上に向けた継続的取組み方針
【基本方針】
○ 伊方発電所の運営にあたって、自らの責任において、可能な限りリス

クの低減と未然防止に務める。
【目 的】
○ 伊方発電所の更なる安全性向上を図るため、原子力の有するリスク

を常に認識し、新しい知見の把握に努め、必要な安全対策に積極的
に取り組む。

【目 標】
○ 発電所の保安活動に係るリスクの把握に努め、確率論的リスク評

価、安全裕度評価の結果等を活用し、継続的なリスク低減や裕度向
上のための改善活動を合理的かつ効果的に検討・実施する。

　１．調査・評価の実施

　　　①　安全規制によって法令への適合性が確認された

　　　　　 範囲を示す書類の調査、整理

　　　②　保安活動の実施状況

　　　③　国内外の最新の科学的知見及び技術的知見

　　　④　内部事象及び外部事象

　　　⑤　決定論的安全評価

　　　⑥　確率論的リスク評価

　　　⑦　安全裕度評価

　　　⑧　安全性向上に係る活動の実施状況に係る中長期的

　　　　　  な評価

　２．安全性向上に係る追加措置案の抽出

３．取りまとめ箇所（原子力部　安全グループ）での確認、協議

　　　・調査・評価結果の確認

　　　・安全性向上に係る追加措置の協議

４．原子力発電安全委員会での審議

　　　・調査・評価結果の審議

　　　・安全性向上に係る追加措置の決定

総合的な評定

安全性向上計画

 

【統括責任者】

原子力部発電管理部長

【事務局・取りまとめ】

原子力部

安全グループ

原子力部

　　・担当業務に関する

　　　調査・評価

伊方発電所

　　・発電所業務に関する

　　　調査・評価

原子力保安研修所

　　・担当業務に関する

　　　調査・評価

【安全性向上に係る追加措置及び総合評定】

原子力発電安全委員会

　　　　原子力部長

　　　　伊方発電所長

　　　　伊方発電所長代理

　　　　発電用原子炉主任技術者　等

【リスク軽減に向けた取り組みの統括】

原子力安全リスク管理委員会

　　　（四国電力）

　　　　取締役常務執行役員

　　　　常務執行役員

　　　　執行役員

　　　　部長（広報部、総務部、

                       土木建築部）

　　　（四国電力送配電）

　　　　常務取締役

※１　必要に応じて土木建築部関係グループにて対応

図 安全性向上評価実施体制及び評価フロー
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2.1 安全性の向上に向けた継続的取組の方針
【リスクマネジメント実践のための取組み】
○ 原子力部門の要員がリスクマネジメントの概念をしっか

りと意識して自らの業務に取組めるよう、リスクマネジメン
トの定着・習慣化を図るための文書として、原子力本部
長が定める「リスクマネジメント実践のための基本的考
え方」を制定。リスクマネジメントの概念は、既存のQMS
活動に新たな業務プロセスを追加するものではなく、従
来のQMS活動において考慮されているものである。（右
図参照）

○ 伊方発電所において、リスクマネジメントに関係する具
体的な業務事例をとりまとめた「伊方発電所リスクマネ
ジメント実施方針」を制定。従来のQMSもリスクマネジメ
ントの一部であることを認識させるものと位置付けた。

（記載例）
[原子力リスク]

定検工程に基づく炉心損傷頻度の定量的評価の実施、必要に
応じ定検工程の変更
⇒「伊方発電所 定検プロセス管理マニュアル」(QMS文書)に規定

[放射線リスク]
ALARA※の精神に従い、作業者の被ばく低減、身体的汚染の
防止のため必要な活動を実施
⇒「伊方発電所 放射線管理総括内規」(QMS文書)に規定

※：ALARA（As Low As Reasonably Achievable：合理的に達成可能な限り低く）

既存のQMS活動に対するリスクマネジメントの位置づけ



All Rights Reserved©2023 YONDEN Shikoku Electric Power Co., Inc. 

11

○ 原子炉等規制法第43条の３の22第1項及び実用炉規則第69条の規定に基づく保安活動に加え、
発電所の安全性及び信頼性の向上に資する自主的な活動を含めた、活動の実施状況を調査した。

第２章 安全性の向上のため自主的に講じた措置
2.2.1 保安活動の実施状況

【調査対象期間】
○ 2022年1月25日 ～ 2023年6月20日

（第２回安全性向上評価における評価時点の翌日から、第16回定期事業者検査終了まで）
【評価項目】
○ 以下の８つの保安活動を評価項目とする。

①品質保証活動、②運転管理、③施設管理、④燃料管理、⑤放射線管理、
⑥放射性廃棄物管理、⑦緊急時の措置、⑧健全な安全文化の育成および維持活動

【評価手法】
○ 評価期間中の活動を振り返り、分析・評価を行う。また、評価結果から、追加措置を抽出する。

【評価結果】
○ 各保安活動の改善状況について、仕組み(組織・体制、社内マニュアル、教育・訓練)及び設備の側面

で調査を実施した結果、改善活動が保安活動に定着し、継続的な⾒直しが⾏われている。
○ 保安活動の評価結果から、安全性向上、信頼性向上に寄与する自主的な追加措置について、

・調査対象期間内に実施済みまたは運用開始済みのものとして、４件
・今後実施を計画するものとして、２件
抽出した。（抽出した追加措置は「2.3安全性向上計画」、「2.4追加措置の内容」に示す。）
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○ 安全性向上に資すると判断される国内外で得られた最新の科学的知見及び技術的知見について収集
し、必要に応じて追加措置を抽出する。また、その判断の根拠についても説明する。

第２章 安全性の向上のため自主的に講じた措置
2.2.2 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見

【収集期間】
○ 2022年1月25日 ～ 2023年6月20日
【収集対象】
○ 安全研究、原子力施設の運転経験、確率論的リスク評価用データ、規格基準類、国際機関及び国内
外の学会等の情報（外部事象に関する情報含む）、メーカ提案
【評価結果】
○ 収集・分析を実施した結果、新知見として45件抽出され、未然防止処置検討会等の仕組みにより、
既に対応済みもしくは対応に向けた検討が進められていることを確認した。

○ 新知見の収集・分析結果のうち、安全性向上、信頼性向上に寄与する自主的な追加措置について、
・調査対象期間内に実施済みまたは運用開始済みのものはなかった
・今後実施を計画するものとして、１件
抽出した。（抽出した追加措置は「2.3安全性向上計画」、「2.4追加措置の内容」に示す。）

○ 抽出した新知見を分野毎に整理した結果を次ページの表に示す。
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収集分野 分類（略語は届出書参照） 新知見件数 収集件数

a. 発電用原子炉施設の安全性を確保する上で重要
な設備に関する、より一層の安全性の向上を図るた
めの安全に係る研究等

国内
自社研、電共研 0件 約60件
METI、JAEA、NRA（旧JNES含む） 1件 約80件

国外 OECD/NEA、 ENS、 EPRI、 PSAM他 0件 約260件

b. 国内外の原⼦⼒施設の運転経験から得られた教訓

当社トラブル情報 16件
約100件国内他社トラブル情報 7件

海外トラブル情報 1件
NRA指示 7件 約10件
ATENA技術レポート・ガイド文書 6件 約10件
国内事業者の安全性向上評価における追加措置 0件 約40件

c. 確率論的リスク評価を実施するために必要なデータ 伊方３号プロジェクト、故障率データ等 3件 約10件

d. 国内外の基準等
国内 ⽇本電気協会、⽇本機械学会、⽇本原⼦⼒学会 4件 約120件
国外 IAEA、 NRC、 ASN他 0件 約1,220件

e. 国際機関及び国内外の学会等の情報
（外部事象に関する情報以外）

国内 ⽇本原⼦⼒学会、⽇本機械学会、
電気学会論文 0件 約710件

国外
国際機関関係IAEA、 ERMSAR他） 0件

約1,340件
論⽂、学会誌関係ANS、 ASME他） 0件

f. 国際機関及び国内外の学会等の情報
（外部事象に関する情報）

地震・津波 0件(10件※1)
約1,360件火山 0件(1件※2)

竜巻 0件(0件※2)
上記以外の外部事象 0件(2件※2) －

g. 設備の安全性向上に係るメーカ提案 メーカ提案書他 0件 約10件
合 計 45件 約5,300件

表 抽出した新知見の整理結果

※１：客観的な根拠、関連するデータ等の蓄積による新たな知見を含むものの、設計、評価を見直す必要がない情報の件数を示す。
※２：検討の結果反映が不要となった情報のうち主要なもの、または、自主的な取り組みの一環の活動の件数を示す。

2.2.2 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見

例として、発行された設計の経年化評価ガイドライ
ンに基づく評価を次頁に示す。
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2.2.2 国内外の最新の科学的知見及び技術的知見

・①で抽出した着眼点毎に、PRA評価結果、PRAモデル化要素、
安全解析等の観点から安全上の重要性を評価。

①設計経年化の着眼点の抽出
・内的事象については、設計情報の比較により着眼点を抽出。
・外的事象については、PRAやストレステスト等により着眼点を抽出。

②評 価

③対策案の検討
・評価された着眼点毎の安全上の重要性に応じ、対策案を検討。
・考え得る対策を幅広く抽出し、改善の効果と必要なリソースを整理。

④対策要否の検討及び実施
・個別プラント評価結果に基づく安全上の脆弱性、対策導入による効果
およびリソースを総合的に勘案し、具体的な対策を検討し、採否を判断。

⑤継続的な評価
・事業者は、国内での新設計情報や海外の新知見等を活用し、
継続的に評価を実施。

○ 原子力エネルギー協議会（ATENA）発行の「設計の経年化評
価ガイドライン(2023年６月)」に基づき、国内の規制基準に適合
及び規制基準適合審査の申請済のPWRプラントを対象に、プラン
ト設計が変遷すること（設計経年化）によって生じる新旧プラント
設計の違いに着目した評価（内的事象に係る評価）を実施した。
評価フローの概要は右図のとおり。

○ 評価フロー①～③に基づき、新旧プラント設計の違いに着目して、
プラントの設計差異に関して安全上の得失を原子炉リスクの観点
から分析して、プラントの安全性の特徴を理解するとともに、国内
PWRプラント間の設計差異の抽出、評価等を実施し、個別プラン
トの検討が必要となる設計差異を抽出した。

○ 評価フロー④において、伊方３号機への対策要否の具体的な検討に
取り組んでいる。

○ 本評価で得られた知見を踏まえ、追加措置を検討した。

設計の経年化評価ガイドラインの評価フローの概要

【設計の経年化評価ガイドラインに基づく評価】

再循環切替操作手段 ⇒ 「手動方式」を採用
再循環切替操作の「半自動方式」、「自動方式」は、事故時の高ストレス下
での複雑な操作に対する運転員の負担軽減という観点から採用されている。

RCPシャットダウンシール ⇒ 導入していない
PWRプラントのPRA結果から、RCPシールLOCAがリスク上重要な事象であ
るとの知見が得られている。

国内PWRプラント共通の評価 個別プラントの評価

追加措置 概要

設計の経年化評価から得られた知見
の技術資料（教育資料等）への反映

設計差異に係るリスク情報等から他プラン
トとの設計差異による影響を把握し、運転
員、保修員等の認識の促進を図る。
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2.3 安全性向上計画

No. 追加措置 概要 評価分野

1
停止時リスク管理の運用見直し

及び高リスク工程における
補償措置の実施運用

定期事業者検査中の高リスク工程における関係者の意識向上を図るため、リスク管理方法の見直し
を実施した。また、リスク管理レベルに応じた補償措置について、上層部が参加する社内会議体で審
議、確認した上で実施した（右肩p.16参照）。

安全文化の育成
および維持活動

運転管理

2
リスクマネジメントの実践のための

基本的考え方の制定及び
リスクマネジメント活動

リスクマネジメントを定着・習慣化するため、リスクマネジメントの観点などをとりまとめた社内規定を制定
した（右肩p.10参照）。
リスクマネジメントの概念の理解・浸透を図るため、具体的な事例等を交えて解説する周知会やリスク
マネジメントと各自の業務との関わりを議論する職場研究会を開催した（右肩p.17頁参照）。

安全文化の育成
および維持活動

3
燃料漏えい発生時の

定期事業者検査中における
被ばく低減対策

第16サイクル運転中に発生した燃料漏えいを受け、定期事業者検査において、放射線業務従事者
の放射性よう素による被ばく影響を可能な限り低減するため、チャコールフィルタ付きマスク及び局所排
風機を使用することにより、内部被ばくを防止した（右肩p.17頁参照）。

放射線管理

4
技術力・現場力継承のための

ＳＡＴ※の仕組みの導入
※: Systematic Approach to Trainingの略。

業務に幅広く要求される能力(知識、技能)を分析・細分化し、効率的に習得できるような体系的・
計画的な教育訓練プログラムの構築を段階的に進めている。設計管理等の机上業務については、習
得すべき知識・技能レベルの整理を2021年度下期に完了し、教育訓練プログラムの運用を開始して
いる。設備の保守等の現場業務については、2024年度からの本プログラム運用開始に向けて整理を
進めている。

品質保証活動

表 保安活動の実施状況評価を通じて抽出した実施済みまたは運用開始済みの追加措置

No. 追加措置 概要 評価分野

1 デジタル安全保護回路
ソフトウェア共通要因故障対策

ソフトウェアに起因する共通要因故障により安全保護機能を喪失した場合でも、運転時の異常な過
渡変化又は設計基準事故時に判断基準を満足できるよう、既存の多様化設備に安全注入系の自
動起動に係る機能および警報を追加する対策を講じる。

施設管理

2 使用済樹脂貯蔵タンクの増設 今後、運転等に伴い発生する使用済樹脂を考慮し、将来的に発生する使用済樹脂の貯蔵裕度を
確保するため、一時的に貯蔵するタンクを１基増設する。

放射性
廃棄物管理

表 保安活動の実施状況評価を通じて抽出した今後実施を計画する追加措置

No. 追加措置 概要 対応する新知見

1 設計の経年化評価から得られた知見
の技術資料（教育資料等）への反映

設計差異に係るリスク情報等から他プラントとの設計差異による影響を把
握し、運転員、保修員等の認識の促進を図る。

国内外の原子力施設の
運転経験から得られた教訓

表 新知見の収集・分析を通じて抽出した今後実施を計画する追加措置
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【「実施済みまたは運用開始済み」No.1】停止時リスク管理の運用見直し
○定期事業者検査において従来から実施している炉心損傷リスクの定量的な評価において、停止時PRAモデルの高度化を踏まえ、リスク管理レ
ベルの目安値を含むリスク管理方法の見直しを実施した。また、リスク管理レベルに応じた補償措置について、上層部が参加する社内会議体
で審議、確認した上で実施した。

○高リスク工程における補償措置の実施のため、当直長会議にて、高リスク工程および炉心損傷シナリオの事前説明を実施した。各高リスク工
程の操作担当直における事前周知を実施した。

〇リスク管理にあたって目標とすべき基準は、旧原子力安全委員会が検討した「性能目標(案)」の一つであり、2013年4月に原子力規制委員会が
「安全目標を議論する上で十分に議論の基礎となるものと考えられる」とした、「炉心損傷頻度（ＣＤＦ）:10-4/炉・年程度」を参考に設定。

○リスクの瞬時値は、ＣＤＦ:10-4/炉・年程度を換算した「1.1×10-8/時間」を目安値とし、従来と同様に４色のカラーコード「赤」「橙」「黄」「緑」に
よりリスク管理レベルを設定。

〇リスクの積算値は、10-6/年(10-4/年の１％)を目安値とし、通常時の運転中リスクからの定検中リスクの増分が、目安値を超えないことを確認。
〇目安値を超える場合は原子力部長を委員長とする「原子力発電安全委員会」により審議するプロセス等を整備。

カラー
コード

範囲
（リスク瞬時値の管理レベル）

目安値からの
倍率 補償措置

赤 [目安値]：
1.1E-8(/時間)以上 １倍以上 許容しない。（リスク低減のための補償措置を原子力発電安全

委員会により審議・確認した上で講ずることにより、許容される。）

橙 5.7E-9/時間)以上
～1.1E-8(/時間)未満

1/2倍以上
～１倍未満

「黄」領域の対策に加えて、継続時間短縮に関する検討結果につ
いても伊方発電所安全運営委員会により審議・確認した上で、
実施する。

黄 5.7E-10/時間)以上
～5.7E-9(/時間)未満

1/20倍以上
～1/2倍未満

該当区間の各種工程について合理的に可能な範囲で最低限の
リスク状態になっていること、およびリスク低減のための補償措置に
ついて、伊方発電所安全運営委員会により審議・確認した上で、
実施する。

緑 5.7E-10(/時間)未満 ～1/20倍
未満

特別な措置を必要としない。ただし、工程調整等、低減対策を
行った結果「黄」領域以上から本領域に入る場合、それらの対策
を維持するための措置を実施する。

【リスクの瞬時値の管理】

2.4 追加措置の内容

【リスクの積算値の管理】

[定検中リスク＋運転時リスク(定検中除く)]
（下図の青ハッチング＋赤ハッチング）
－[通常時の運転中リスク]
（上図の赤ハッチング） ＜ 10-6/年
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2.4 追加措置の内容
【「実施済みまたは運用開始済み」No.2】
リスクマネジメント周知会
リスクマネジメントの概念の理解・浸透を図るため、具
体的な事例等を交えて解説する周知会やリスクマネジ
メントと各自の業務との関わりを議論する職場研究会
を開催した。

【「実施済みまたは運用開始済み」No.3】
燃料漏えい発生時の定期事業者検査中に
おける被ばく低減対策
チャコールフィルタ付きマスクを使用することにより、
内部被ばくを防止した。

チャコールフィルタ付き
マスクを着用

【原子力保安研修所・原子力本部（松山）】

【伊方発電所】

【本店（高松）】
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3.1.1 内部事象及び外部事象に係る評価

3.1.2 決定論的安全評価

○ 今回の評価期間において得られた新知見情報において、安全評価の前提となっている内部事象及び
外部事象の評価を見直す必要があるような科学的知見及び技術的知見はなかった。このため、反映が必
要な評価はなく、今回改めて評価を実施していない。

○ 前回届出の評価時点以降、評価結果が変わるような大規模な工事を行っていない等の理由により、今
回改めて評価を実施していない。

3.1.4 安全裕度評価
○ 前回届出の評価時点以降、評価結果が変わるような大規模な工事を行っていない等の理由により、

今回改めて調査、分析または評価を実施していない。
○ なお、地震PRAや津波PRAの知見を活用し、第４回安全性向上評価において評価結果を示す計画

である。

3.1.3 内部事象及び外部事象に係る確率論的リスク評価（PRA）
○ 第１回安全性向上評価届出から５年ごとの改訂として、第３回安全性向上評価では、他のPRAの

ベースとなる内部事象出力運転時PRAのモデル更新を実施。詳細は次頁以降で説明。
○ なお、内部事象停止時PRA、地震PRA及び津波PRAは、第４回安全性向上評価において評価結

果を示す計画である。

3.1 安全性向上に係る活動の実施状況の評価
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3.1.3 内部事象及び外部事象に係る確率論的リスク評価（PRA）

○ 第１回安全性向上評価届出の評価時点(2018年11月28日)から５年ごとの改訂として、第３回安
全性向上評価では、他のPRAのベースとなる内部事象出力運転時PRAのモデル更新を実施。

○ 第１回安全性向上評価届出の評価時点以降の工事等によるプラントの最新の設計情報及び運用情
報、パラメータ更新、並びに伊方３号プロジェクト等を通じて得られたPRAモデル高度化技術を反映。

○ 第１回届出からの変更点は以下のとおり。

分類 ①第1回安全性向上評価※1 ②第3回安全性向上評価※1

プラント
情報更新

設計情報・
運用情報

再稼働時に運用を開始していた
重大事故等対処設備を反映

再稼働以降に運用を開始した特定重大事故等対処施設・
蓄電池(3系統目)・非常用ガスタービン発電機を反映
（特定重大事故等対処施設は詳細情報を反映）

再稼働以降の工事等により更新されたプラント情報を反映

パラメータ更新 機器故障率 国内故障率データ※2 個別プラント故障率データ※3 

モ
デ
ル
高
度
化

人間信頼性評価手法 THERP手法 HRA Calculatorを適用

起因事象発生頻度推定方法 最尤推定値を用いた推定方法
稼働率を未考慮

平均値を用いた推定方法
稼働率を考慮

交互運転の考慮 未考慮 考慮（交互運転している系統をモデル化）

その他の高度化 － その他、伊方３号プロジェクト等を通じて得られた
PRAモデル高度化に係る知見を反映※5

炉心損傷頻度 [/炉年]※6 1.8E-06 2.8E-06
格納容器機能喪失頻度 [/炉年]※6, 7 5.7E-07 2.8E-07

※1 : 各評価に当たって最新のデータを使用（起因事象発生頻度の評価収集期間、CCFパラメータデータ 等）
※2 : 「故障件数の不確実さを考慮した国内一般機器故障率の推定(1982年度～2010年度29ヵ年56基データ)JANSI-CFR-02(2016年６月)」に記載のもの
※3 : 「国内原子力発電所のPRA用一般機器信頼性パラメータの推定(2004年度～2010年度7ヵ年27基データ)(2021年9月)」(NRRC)に記載されている国内故障率データを事前分布に伊方3号機の個別プラントデータを反映
※4：「国内原子力発電所のPRA用一般機器信頼性パラメータの推定(2004年度～2010年度7ヵ年27基データ)(2021年9月)」(NRRC)に記載されている国内故障率データ
※5：最確条件の成功基準の一部適用、外部電源喪失発生頻度の見直し、１次冷却材ポンプ封水LOCA発生確率の見直し等
※6 : 炉心損傷頻度や格納容器機能喪失頻度は点推定値。以降の事故シーケンスグループ別炉心損傷頻度や格納容器機能喪失モード別格納容器喪失頻度も同様
※7 : 事故時のCs-137の放出量が100TBqを超えるような事故の発生頻度[/炉年]も同じ評価結果（第3回安全性向上評価：2.8E-07/炉年）

【参考】第2回安全性向上評価※1

(第1回評価の感度解析)

特定重大事故等対処施設・
蓄電池(3系統目)・

非常用ガスタービン発電機
を反映

国内一般機器故障率データ※4

第３回と同じ

第３回と同じ

第１回と同じ

第１回と同じ

3.8E-06
5.3E-07

桃色：炉心損傷頻度や格納容器機能喪失頻度の増加に影響を与える主な要因
緑色：炉心損傷頻度や格納容器機能喪失頻度の減少に影響を与える主な要因
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①第1回
安全性向上評価

②第3回
安全性向上評価

炉心損傷頻度[/炉年] 1.8E-06 2.8E-06
格納容器機能喪失頻度[/炉年] 5.7E-07 2.8E-07

格納容器機能喪失モード
「水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損」の

格納容器機能喪失頻度[/炉年]
（カッコ内の値は全格納容器機能喪失頻度に占める割合）

4.2E-07
（72.1％）

3.6E-08
（12.6％）

＜考え方※１＞

※１ 「原子力発電所におけるシビアアクシデント
マネジメント整備及び維持向上に関する
実施基準：2019」を参考に設定

3.1.3 内部事象及び外部事象に係る確率論的リスク評価（PRA）
○ PRAモデル高度化技術の反映によって、プラントの状態をより高精度に把握することが可能となったこと

から、第1回安全性向上評価の評価結果と比較して、炉心損傷頻度や格納容器機能喪失頻度が増
加／減少する影響があった。

○ 炉心損傷頻度については、PRAモデル高度化の影響により増加する結果となったものの、その値は
第１回評価と同じ10-6/炉年オーダー※であった。
※：原子力規制委員会において「安全目標を議論する上で十分に議論の基礎となるものと考えられる」とされた「10-4/炉年程度」に比べ十分小さい

○ 格納容器機能喪失頻度については、炉心損傷頻度と同様にPRAモデル高度化の影響（増加）があ
る一方で、格納容器の過圧破損を防止するための緩和手段である特定重大事故等対処施設を設置し
た効果（低減）により、全体として低減することを確認した。

特に、格納容器機能喪失モードのうち、特定重大事故等対処施設の設置による影響が最も大きい
「水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による過圧破損」モードでは、大幅に低減することを確認した。
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＜炉心損傷頻度＞ ＜格納容器機能喪失頻度＞ ＜考え方※２＞

※２ 「原子力発電所におけるシビアアクシデント
マネジメント整備及び維持向上に関する
実施基準：2019」を参考に設定

○ 内部事象出力運転時レベル１及びレベル２PRAの結果から、事故シーケンスグループ毎、格納容
器機能喪失モード毎のリスク評価値を整理し、それぞれのリスク評価値及び全体に対する寄与割合か
ら、重要な事故シーケンスグループ、格納容器機能喪失モードを特定した。
（黄色ハッチング部：重要度「中」、緑⾊ハッチング部：重要度「低」）

○ 重要な事故シーケンスグループ、格納容器機能喪失モードにおける代表的な事故シナリオを分析する
ことで、原子力施設の設計や運用の改善点を⾒出し、追加措置を検討・抽出した。

事故シーケンスグループ
伊方３号

CDF[/炉年] 割合

２次冷却系からの除熱機能喪失 3.5E-07 12.6％

全交流電源喪失 1.8E-07 6.4％

原子炉補機冷却機能喪失 6.0E-07 21.5％

原子炉格納容器の除熱機能喪失 2.1E-09 <0.1％

原子炉停止機能喪失 3.2E-08 1.1％

ECCS 注水機能喪失 9.7E-08 3.5％

ECCS 再循環機能喪失 1.4E-06 49.7％

格納容器バイパス 1.4E-07 5.2％

合計 2.8E-06 100％

格納容器機能喪失モード
伊方３号

CFF[/炉年] 割合

原子炉容器内水蒸気爆発 1.4E-10 <0.1％

格納容器隔離失敗 9.7E-08 34.1％

水素燃焼 ε <0.1％
水蒸気・非凝縮性ガス蓄積による
過圧破損 3.6E-08 12.6％

ベースマット溶融貫通 1.1E-09 0.4％

水蒸気蓄積によるCV 先行破損 2.1E-09 0.7％

原子炉容器外水蒸気爆発 1.6E-09 0.6％

格納容器雰囲気直接加熱 ε <0.1％

インターフェイスシステム LOCA 5.2E-08 18.5％

蒸気発生器伝熱管破損 9.4E-08 33.0％

格納容器過温破損 7.0E-12 <0.1％

溶融物直接接触 ε <0.1％

合計 2.8E-07 100％

3.1.3 内部事象及び外部事象に係る確率論的リスク評価（PRA）

ε：カットオフ値より小さい値

※１：第１回安全性向上評価では、重要な事故シーケン
スグループ、格納容器機能喪失モードに該当せず

※１

※１

※１
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No. 分類 追加措置 期待される効果 左記追加措置が
抽出された事象

1 リスク情報の
活用

運転員及び緊急時対応要員への教育・
訓練プログラム策定への活用

運転員及び緊急時対応要員の意識を高め、事故対応能
力を向上できる。

レベル１PRA
レベル２PRA

2

設備対策／
運用対策

１次冷却系統のフィードアンドブリード操作
の信頼性向上

格納容器隔離失敗に至るシナリオにおいても有効となるフィー
ドアンドブリードについて、複数の操作手段を運用する手順を
整備して操作の多様性を確保することで、信頼性向上に期
待できる。

レベル２PRA

3 巡視点検時の余熱除去ポンプRWST戻り
弁閉状態の監視強化

リスク上重要な余熱除去ポンプから燃料取替用水タンクへの
戻りラインの弁の閉状態への戻し忘れを防止できる。 レベル２PRA

4 ECCS再循環切替自動化設備の導入
（下左図参照） ECCS再循環切替操作の信頼性の向上が期待できる。 レベル１PRA

5 １次冷却材ポンプシャットダウンシールの導
入（下右図参照）

原子炉補機冷却機能喪失時の１次冷却材ポンプ封水
LOCAの発生頻度の低減が期待できる。 レベル１PRA

○ 評価結果及び評価を実施する過程から抽出した追加措置
（安全性向上に係る追加措置の取扱いは第４章で整理）

ECCS再循環切替操作自動化のイメージ図 １次冷却材ポンプシャットダウンシールのイメージ図

3.1.3 内部事象及び外部事象に係る確率論的リスク評価（PRA）

原子炉
容器

１次冷却材
の漏えい

原子炉格納容器

燃料

再循環サンプ

高圧注入
ポンプ等

燃料取替
用水タンク

原子炉
容器

１次冷却材
の漏えい

原子炉格納容器

燃料

再循環サンプ

高圧注入
ポンプ等

燃料取替
用水タンク

炉心注入時 再循環時

再循環
切替

開操作

閉操作

自動化

閉

開
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3.2 安全性向上に係る活動に関する中長期的な評価

○ 第１回届出では、IAEA安全ガイドSSG-25と同等の規格である⽇本原⼦⼒学会標準（AESJ-
SCS006:2015）に記載している各安全因子に対する現状分析として、中長期的な評価に必要な項
目のうち対応済み項目および改善が必要な項目の整理を実施した。

○ 第2回届出では、安全因子の傾向把握及び評価手法の習熟を目的として、一部の安全因子（「⑥
確率論的リスク評価」、「⑦ハザード解析」、「⑫ヒューマンファクター」）に対する試評価を実施した。

○ 第3回届出でも引き続き、評価手法の習熟を目的として、第２回と異なる安全因子（「⑨他のプラン
トでの経験及び研究結果の利用」、「⑩組織、マネジメントシステム、及び安全文化」）に対する試評
価を実施し、第2回届出で実施した3つの安全因子を含めた5つの安全因子に対して総合評価を実施し
た。

【安全因子レビュー】
・レビューに必要な情報を調査、調査結果の分析・評価を実施
し、好ましい所見・改善の余地が見込まれる所見に分類する。

・改善の余地が見込まれる所見に関するリスク評価を実施する。
・改善の余地が見込まれる所見、好ましい所見に対する安全性
向上措置候補の検討を実施する。

【ＰＳＲ＋指針に基づく安全因子】
① プラント設計
② 安全上重要なＳＳＣ（構築物・系統・機器）の現状
③ 機器の性能保証
④ 経年劣化
⑤ 決定論的安全解析
⑥ 確率論的リスク評価
⑦ ハザード解析
⑧ 安全実績
⑨ 他のプラントでの経験及び研究結果の利用
⑩ 組織、マネジメントシステム、及び安全文化
⑪ 手順
⑫ ヒューマンファクター
⑬ 緊急時計画
⑭ 放射性物質が環境に与える影響

【総合評価】
・因子間の相互関係を踏まえつつ、妥当かつ実行可能な安全
性向上措置を検討する。

・将来のプラント運用の安全性を確認し、安全性向上措置の実
施計画を策定する。
注：灰色字は試評価のため対象外とした項目。

注：桃字は今回試評価の対象とした安全因子
緑字は前回試評価の対象とした安全因子
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3.2 安全性向上に係る活動に関する中長期的な評価

○ 各安全因子に対する試評価の結果、
・安全因子⑨(他のプラントでの経験及び研究結果の利用)については、好ましい所見から「自社内の運転経験を幅広く外
部へ情報提供」が、安全性向上措置候補として抽出された。また、改善の余地が見込まれる所見は抽出されなかった。

・安全因子⑩(組織、マネジメントシステム、及び安全文化)については、マネジメントレビューにおいて、組織、マネジメントシ
ステム及び安全文化が適宜改善される仕組みが適切に整備されていることから、特段の所見がないことを確認した。

○ 第２回安全性向上評価における安全因子レビュー結果も活用して総合評価を実施した結果、妥当かつ実行可能な安
全性向上措置として「海外有識者によるレビューコメントに基づくPRA高度化推進」を抽出した。

○ これまでの試評価にて得られた知見をもとに、第4回届出において、すべての安全因子を対象とした本評価を実施する。

安全因子 好ましい所見 改善の余地が
見込まれる所見

安全性向上
措置候補

妥当かつ実行可能
な安全性向上措置

今
回
試
評
価

⑨他のプラントでの
経験及び研究結果の

利用

・関係事業者等への情報提供案件と判断する基準のうち、
設備トラブルに係る案件については、「正常状態以外の
すべての事態」を対象としており、幅広く外部に向けて情
報を提供するよう取り組んでいる。

な し な し な し

⑩組織、マネジメントシ
ステム、及び安全文化

・マネジメントレビューにおいて、組織、マネジメントシステム及び安全文化が適宜
改善される仕組みが適切に整備されていることから、特段の所見がないことを確
認した。

な し な し

前
回
試
評
価

⑥確率論的リスク評価

・国際的に実践されている水準に比肩するPRA(Good
PRA)の構築に向け、内部事象出力運転時レベル１
PRAモデルを対象に国際的な規格基準を参照した海外
有識者によるレビューを実施している。

・プラント固有の起因事象を選定するため、当該プラントの
設計情報を用いた故障モード影響解析 (FMEA：
Failure Mode and Effect Analysis)を実施している。

・火災、溢水等に対
して、PRAが実施
できていない。

・国際的に実践されている水準に
比肩するPRA(Good PRA)の構
築に向け、国際的な規格基準を
参 照 し 、海 外有 識者 によ るレ
ビューコメントに基づきPRA高度化
を推進する。

・火災、溢水等に対して、PRA技
術の開発・高度化を進める。

・国際的に実践されている
水 準 に 比 肩 す る PRA
(Good PRA)の構築に向
け、国際的な規格基準を
参照し、海外有識者によ
るレビューコメントに基づき
PRA高度化を推進する。

⑦ハザード解析 ・新知見を収集・反映する仕組み等が適切に整備されていること等から、特段の
所見がないことを確認した。 な し な し

⑫ヒューマンファクター ・発生事象に対する原因究明や再発防止策の立案・実行が適切になされてい
ること等から、特段の所見がないことを確認した。 な し な し
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25第４章 総合的な評定
4.1 評定結果

○ 総合的な評定
保安活動全般、確率論的リスク評価等の観点から評価を実施。
今後も安全性向上評価を活用し、リスクを把握し、そのリスクを低減・除去に努める活動を継続していく。

［第1章］
•安全規制によって法令への適合性が新たに確認された範囲の設備や手順等を、これまでの安全性向上
評価で取りまとめた内容に反映し、定検終了時点の最新のプラント状態を確認した。

•原子炉設置変更許可等の許認可制度、原子力規制検査制度及び安全性向上評価制度を一体と捉
えて、プラントの最新状態を１つの図書で把握できるよう、原子力規制検査を通じて原子力規制庁へ開
示している設計基準文書（DBD）の一覧表を届出書に加えた。

［第2章］
•保安活動の改善活動が定着し、継続的な見直しが行われていること、各保安活動を行う仕組みが適切
かつ有効であることを確認した。

•保安活動の評価結果及び国内外の最新の科学的知見及び技術的知見に関する評価結果から、安全
性向上、信頼性向上に寄与する自主的な追加措置を抽出した。

［第3章］
•第１回安全性向上評価から５年ごとの改訂として、他のPRAのベースとなる内部事象出力運転時PRA
モデルについて、プラントの最新の設計情報及び運用情報、パラメータ更新、並びに伊方３号プロジェクト
等を通じて得られたPRAモデル高度化技術を反映し、PRAモデル更新を実施した。

•同PRAモデルの評価結果から、重要な事故シーケンスグループ、格納容器機能喪失モードを抽出し、代
表的な事故シナリオを分析することで、原子力施設の設計や運用の改善点を⾒出し、安全性向上に寄
与する追加措置を検討・抽出した。
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26第４章 総合的な評定
4.1 評定結果

○ 原子力安全リスク管理委員会
原子力の継続的な安全性向上と、これに基づく原子力への信頼回復を達成するため、当社原子力に

係る安全リスクの評価・確認を行い、リスク軽減に向けた取り組み状況について統括するとともに、社長によ
る適切な経営判断に資するための提言を行う。また、外部ステークホルダーとの効果的なリスクコミュニケー
ションの推進を統括する。

（構 成）
・委員長：総合企画室長
・主 査：広報部担当役員、総務部担当役員、原子力本部副本部長、

四国電力送配電(株) 送変電部担当役員
・委 員：経営企画部長、総務部長、広報部長、土木建築部長、

原子力部長（発電管理部長）、四国電力送配電(株) 送変電部長
○ 評価の観点

安全性向上計画の妥当性について、部門横断的な立場から評価する。
○ 実施日

・2023年11月28日
○ 評価結果と対応

以下の指摘を受け、社外とのコミュニケーションにあたって工夫するとともに、丁寧な説明に心がけるよ
う、改善に向けて取り組んでいくこととした。
・安全性向上評価の公表、安全性向上評価を活用した社会とのコミュニケーションに当たっては、伝える対象者や目的
を明確にし、例えば短時間の動画にまとめる等、伝えたいことが伝わるよう工夫すること。

・確率論的リスク評価の結果の考察を対外説明する際には、リスクが減少するケースについて、その効果を評価・説明す
るだけでなく、増加するケースにおいても、その原因や影響について丁寧に説明することで、評価の信頼性を高めること。
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27第４章 総合的な評定
4.1 評定結果
○ 社会とのコミュニケーション

当社は、第２回安全性向上評価を届け出て以降、プレスリリースによる評価結果の公表、当社ホー
ムページ等による届出書の公開、伊方発電所周辺地域のお客様への訪問対話活動、学会等を通じ
た安全性向上に係る取り組みの説明等を実施することにより、一般社会に広く情報を発信してきた。
当社の安全性向上に向けた取り組みの内容が、これまで以上に広く社会に認識されるよう、引き続

き、丁寧かつ分かりやすい情報発信、社会とのコミュニケーションに取り組んでいく。
No. 項 目 内 容 実施時期

1 プレスリリースによる
評価結果の公表

安全性向上評価の目的、内容、評価結果、今後実施を計画する追加措置の概要と実施時期を取りまとめた。
また、取りまとめた内容をプレスへ公表するとともに、ホームページに掲載した。
<伊方発電所３号機 安全性向上評価届出書（第２回）の提出について>

https://www.yonden.co.jp/press/2022/__icsFiles/afieldfile/2022/07/22/pr006.pdf

2022年
７月

2 ホームページ等による
届出書の公開

当社ホームページにおいて、届出書の本文、添付資料及び届出の概要版を公開するとともに、原子力ライブラリ
において公開した。
なお、原子力ライブラリは、本店（高松）、原子力本部（松山）、伊方ビジターズハウスに設置している。
<伊方発電所３号機 第２回 安全性向上評価届出書>

https://www.yonden.co.jp/energy/atom/safety/safety_improvement/20220722_assessment.html
<伊方発電所３号機 第２回 安全性向上評価について（概要版）>

https://www.yonden.co.jp/assets/pdf/energy/atom/safety/safety_improvement/index/assessment-2.pdf

2022年
７月
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28第４章 総合的な評定
4.1 評定結果
○ 社会とのコミュニケーション

（前頁つづき）
No. 項 目 内 容 実施時期

３
伊方発電所周辺
地域のお客様への
訪問対話活動

伊方発電所の現状や安全性向上のための取り組みなどについてご説明するリーフレットを伊方発電所から
20km圏内の各世帯に配布した。 専用はがきや電子メール等で皆さまからいただいたご意見・ご質問に個別に
回答するなど、丁寧に対応した。
また、訪問対話活動にあわせて伊方発電所の状況を説明する動画を制作し、地域のケーブルテレビ局で放送
したほか、当社ホームページでも公開した。
<伊方発電所周辺地域のお客さまへの訪問対話活動の実施結果について>

https://www.yonden.co.jp/press/2022/__icsFiles/afieldfile/2022/12/21/pr006.pdf
<動画「伊方発電所で働く人たち～安全への思いをひとつに～」>

https://www.yonden.co.jp/energy/atom/disclosure/brochure.html

2022年
９月
～

10月
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29第４章 総合的な評定
4.1 評定結果

No. 項 目 内 容 実施時期

４
学会等を通じた

安全性向上に係る
取り組みの紹介

日本原子力学会2022年春の年会において、「炉外FCIに対する原子炉格納容器構造健全性評価」として、
さらなる安全性の向上の観点から、伊方3号機において水蒸気爆発の発生を仮定し、複数の保守的な条件
を設定した場合でも、原子炉格納容器の構造健全性に問題がないことを確認したことについて紹介した。

2022年
３月

日本保全学会第18回学術講演会において、「リスクマネジメント実践に向けた取り組み」として、当社で実施
しているリスクマネジメント定着に向けた取り組みを紹介した。

2022年
７月

日本保全学会第18回学術講演会において、「外部ハザードに対する安全性の更なる向上に向けた四国電
力の取り組み」として、激甚豪雨に対する取り組みを紹介した。

2022年
７月

日本原子力学会2022年秋の大会のリスク部会セッションにおいて、「伊方３号機におけるPRAの高度化につ
いて」として、伊方３号プロジェクトで実施している海外のPRA専門家によるレビューで受けたコメントへの対応
状況、高度化したPRA結果を活用したリスク情報の活用事例について紹介した。

2022年
９月

日本原子力学会誌2023年１月号（Vol 65. No.1）において、「伊方SSHAC※プロジェクトの概要と地震
PRAへの活用」として、確率論的地震ハザード解析においてSSHACガイドラインのレベル３を適用した国内初
の取り組みや、この結果による伊方３号機の地震PRAへの影響の概略を紹介した。
※：Senior Seismic Hazard Analysis Committee の略

2023年
１月

日本電気協会第13回JEAC4111ワークショップにおいて、「RIDM①～リスク情報の活用～」として、当社で
実施しているリスク情報を活用した意思決定プロセスの適用拡大・定着・実践に係る取組みについて紹介した。

2023年
5月

○ 社会とのコミュニケーション
（前頁つづき）
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30第４章 総合的な評定
4.2 安全性向上計画

○ 安全性向上評価の結果から抽出された追加措置
保安活動全般、国内外の最新の科学的知見及び技術的知見、確率論的リスク評価の評価から抽出

された追加措置の中から、今後実施を計画するプラントの安全性向上に資する自主的な追加措置等を
整理。

設計の経年化評価及び第３章のPRAから抽出された追加措置（ECCS再循環切替自動化設備の
導入及び１次冷却材ポンプシャットダウンシールの導入）については、検討を継続しており、今後、伊方３
号機の個別プラント評価結果に基づく安全上の影響程度、対策導入による効果、リソースなど幅広い観
点で総合的に採否判断できるよう、2024年度下期を目途に具体的な検討を進める。

○ これまでの安全性向上評価にて今後実施を計画する追加措置とした措置の実施状況
第２回安全性向上評価にて今後実施を計画する追加措置とした措置の実施状況について、概ね計

画通りに実施していることを確認。

○ 第２回安全性向上評価までの評価期間において、実施済みまたは運用開始済みの追加措置につい
ては、添付資料にまとめた。
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31第４章 総合的な評定
4.2 安全性向上計画

No. 追加措置 評価分野 実施計画（予定）

1 デジタル安全保護回路ソフトウェア共通要因故障対策

２章
２章

施設管理
国内外の原子力施設の

運転経験から得られた教訓
（第２回）

第17回定期事業者検査
2024年度下期

2 使用済樹脂貯蔵タンクの増設 ２章 放射性廃棄物管理 2026年6月

3 設計の経年化評価から得られた知見の技術資料（教育資料等）への反映 ２章 国内外の原子力施設の
運転経験から得られた教訓 2024年度以降順次

4 運転員及び緊急時対応要員への教育・訓練プログラム策定へのリスク情報の活用 ３章 確率論的リスク評価 2024年度下期

5 １次冷却系統のフィードアンドブリード操作の信頼性向上 ３章 確率論的リスク評価 2024年度下期

6 巡視点検時の余熱除去ポンプRWST戻り弁閉状態の監視強化 ３章 確率論的リスク評価 2023年度下期

表 実施済みまたは運用開始済みの追加措置
No. 追加措置 評価分野 実施または運用開始時期

1 停止時リスク管理の運用見直し及び高リスク工程における補償措置の実施運用 ２章
２章

安全文化の育成および維持活動
運転管理 2022年5月から開始

2 リスクマネジメントの実践のための基本的考え方の制定及びリスクマネジメント活動 ２章 安全文化の育成および維持活動 2022年4月から開始

3 燃料漏えい発生時の定期事業者検査中における被ばく低減対策 ２章 放射線管理 第16回定期事業者検査

4 技術力・現場力継承のためのＳＡＴの仕組みの導入 ２章 品質保証活動 2022年4月から順次導入

表 今後実施を計画する追加措置

No. 追加措置 評価分野 実施計画（予定）

1 ECCS再循環切替自動化設備の導入 ２章

３章

国内外の原子力施設の
運転経験から得られた教訓

確率論的リスク評価

2024年度下期を目途に
採否に向けた

検討に取り組む2 １次冷却材ポンプシャットダウンシールの導入

表 今後検討に取り組む追加措置
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32第４章 総合的な評定
4.2 安全性向上計画

No. 追加措置 追加措置の概要 実施計画（予定） 評価分野

1 炉内計装盤更新工事 最新式のデジタル制御装置を用いた炉内計装盤に取り
替え、機能の維持・向上を図る。

第17回定期事業者検査※

2024年度下期 施設管理

2 使用済燃料乾式貯蔵施設の設置 使用済燃料の冷却に水や電源を使用しない、安全性に
優れた貯蔵方式である乾式貯蔵施設を設置する。 2025年2月 燃料管理

3 確率 論 的地 震 ハザー ド高度化を
踏まえた地震PRAの実施

「国際水準を踏まえた伊方発電所３号機の地震ハザード
評価の高度化に関する研究」の成果を踏まえた確率論的
地震ハザードを活用することにより信頼性の高い地震PRA
を実施し、プラントの脆弱点をより適切に把握する。

第４回安全性向上評価届出
2025年度上期

安全に係る研究
自社研究、

電力共通研究

※：前回の評価時点では、「第16回定期事業者検査 2023年上期」であった。電子部品の世界的な供給不足による納期長期化により、計画を変更。

No. 追加措置 追加措置概要 実施時期
（予定）

実施時期
（実績）

関連する
評価分野

1 多目的水源ピット（非常用ガスタービ
ン発電機建屋地下貯水槽）の活用

中型ポンプ車及び加圧ポンプ車並びに消防自動車の水
源として多目的水源ピット（非常用ガスタービン発電機建
屋地下貯水槽）を使用できるよう手順を整備した。

2022年度
上期 2022年６月 運転管理

2 非常用外部電源受電設備の活用 非常用外部電源受電設備を用いて非常用所内電源へ
給電する手順を整備した。

2022年度
上期 2022年６月 運転管理

３ １次系配管取替工事
加圧器逃がしライン等の硬化層形成による応力腐食割れ
（SCC）対策として、硬化層が形成されない曲げ管また
はエルボへの取り替え等を実施した。

第16回定期事業者検査
(2023年度上期) 2023年４月 施設管理

４ 187kVガス絶縁装置断路器の恒常
的な対策

所内電源系統に設置している一部の断路器を撤去し、
開放状態にある断路器において内部の可動接触子と絶
縁操作軸埋金の嵌合部が課電されることがないような系
統構成とした。また、嵌合部が課電されない構造の接地
開閉器を新たに設置した。

第16回定期事業者検査
(2023年度上期) 2023年４月 施設管理

表 第２回安全性向上評価届出にて今後実施を計画する追加措置とした措置の実施状況（完了分）

表 第２回安全性向上評価届出にて今後実施を計画する追加措置とした措置の実施状況（今後実施分）
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33第４章 総合的な評定
4.2 安全性向上計画
○ 第1回安全性向上評価で安全性向上計画に含めた、自律的・効率的な安全性向上の基盤となる

取り組みに対する実施状況は下表のとおりであり、今後も継続的に取り組んでいく。
【対応する取組内容（１／２） 】
・「原子力の自主的安全性向上に向けた今後の取り組みについて」
(安全性向上に向けた取組)(2014年6月13日)

No. 項目 自律的・効率的な安全性向上の基盤となる取り組み 取組状況 本評価期間での取り組み

1
リスク評価におけるPRAの
活用推進
（リスク評価・プラント適用）

内的事象や地震・津波などの低頻度の外的事象を対象に、PRAを
活用したリスク評価を順次実施する。また、プラントの運用変更・設備
変更等へPRAの適用範囲を拡大して順次試行・実施する。

継続的に実施

確率論的リスク評価を実施する
に当たって、プラントの設計情報
及び運用情報の最新化に加え、
伊方３号プロジェクト等を通じ
て得られたPRAモデル高度化
技術を反映し、より高度化した
内部事象出力運転時PRAモ
デルに更新している。

リスクマネジメントを定着・習慣
化するため、リスクマネジメントの
観点などをとりまとめた社内規
定を制定している。さらに、周知
会や職場研究会の開催など、リ
スクマネジメントの更なる定着化
を図っている。

2
リスク評価におけるPRAの
活用推進
（PRAの技術検討）

リスク評価、プラント適用を実施するために必要となるPRAの評価手
法について、原子力リスク研究センターを活用しながら技術検討を計
画的に進める。

伊方３号
プロジェクトを

通じて順次実施

3
原子力安全に係るリスクマネ
ジメントの仕組みの強化
（リスクマネジメントの強化）

既存のリスクマネジメントのPDCAサイクルに、PRAを活用したリスク評
価を新たに取り込んで、リスクマネジメントを強化する。 継続的に実施

4
原子力リスク研究センターの
積極的活用
（PRAの技術検討）

原子力リスク研究センターが実機プラントデータを用いて行う地震レベ
ル２PRAの評価手法の研究において、伊方３号機を代表プラントとし
て研究に積極的に参加する等、その知見・提言等を踏まえつつ、伊方
発電所に適用するPRAの技術検討を進める。

伊方３号
プロジェクトを

通じて順次実施

5
原子力リスク研究センターの
積極的活用
（新知見の収集・リスクコミュ
ニケーション手法の改善等）

地震・津波などの低頻度の外的事象に関する新知見の収集、リスクコ
ミュニケーション手法の改善等の取り組みについて、原子力リスク研究
センター提言や技術支援等を積極的に活用し、当社の取り組みに反
映していく。

継続的に実施

6 事故対応能力の向上等
（社内教育の充実）

管理者層を対象にした原子力安全に係るリスクマネジメントやPRAに
関する教育を充実する。 継続的に実施

7 事故対応能力の向上等
（組織文化の構築）

原子力安全に係るリスクについての社内教育訓練プログラムを強化し、
社員一人一人のリスクへの意識を向上させ、組織文化の構築に向け
た取り組みを継続する。

継続的に実施
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No. 項目 自律的・効率的な安全性向上の基盤となる取り組み 取組状況 本評価期間での取り組み

8 パフォーマンス監視・評価
安全性・信頼性等に係るＰＩの収集・評価を行い、発電所の状態を把
握し、パフォーマンスの劣化兆候を早期に発見、対策を検討する。また、
現場作業における人的パフォーマンスを監視し、問題の特定とその対策を
検討する。

継続的に実施

伊方３号プロジェクト等を通じ
て得られた知見を反映し、定期
事業者検査中の炉心損傷頻
度の定量的な評価を行うため
の停止時PRAモデルを高度化
するとともに、リスク管理レベルの
目安値を含むリスク管理方法の
見直しを実施している。さらに、
高リスク工程におけるリスク低減
のため、リスク管理レベルに応じ
た補償措置を、上層部が参加
する社内会議体で審議、確認
した上で実施している。

原子力発電所の構築物、系
統および機器の安全機能を確
保する上で重要な設計要件を
とりまとめた設計基準文書(DB
D)を整備している。

今後、リスク評価や意思決定・
実施にリスク情報を活用できる
よう、より高度化した内部事象
出力運転時PRAモデルを更新
している。

9 リスク評価
パフォーマンス監視から得られた情報に基づいて、その系統・機器が発電
所の安全にどのような影響を与えるか評価する。特に、既存のPRAを高
度化することで、系統・機器の重要度がより明確になり、重要度に応じた
効果的な対応が可能となる。

伊方３号
プロジェクトを

通じて順次実施

10 意思決定・実施
安全に係るプラントの状態を現物・現実に則して正しく把握し、リスク評価
によって得られる重要度を⾃らの判断の物差しとして（パフォーマンスベー
ス・リスクインフォームド）、改善に向けた速やかな意思決定を可能とする。

継続的に実施

11 改善処置活動
（ＣＡＰ）

発電所における安全上の問題を見逃さないために、低いしきい値で広範
囲の情報を収集し、安全への影響度に応じた是正を行うことにより、重要
な問題の再発防止や未然防止を図る。また、発電所の資源を安全上重
要な問題に集中させ、効果的に活用することにより、プラントの安全性の
更なる向上を目指す。

継続的に実施

12 コンフィギュレーション管理
（ＣＭ）

構築物、系統及び機器が設計で要求したとおりに制作・設置され、運
転・維持されていることを常に確認、保証する仕組みを構築し、プラントの
諸活動を安全かつ適切に実施することを可能とする。

継続的に実施

○ 第1回安全性向上評価で安全性向上計画に含めた、自律的・効率的な安全性向上の基盤となる
取り組みに対する実施状況は下表のとおりであり、今後も継続的に取り組んでいく。
【対応する取組内容（２／２）】
・「リスク情報活用の実現に向けた戦略プラン及びアクションプラン」
(RIDM戦略プラン)(2018年2月8日、2020年6月19日改定)
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○ 安全性向上計画
安全性向上評価から抽出され、今後実施を計画する追加措置は以下のとおりであり、追加措

置の特性に応じて、定期事業者検査等の時期を考慮して計画的に取り組む。
2025年度

下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期

1.デジタル安全保護回路ソフトウェア共通要因故障
　対策

2.使用済樹脂貯蔵タンクの増設

3.設計の経年化評価から得られた知見の技術資料
　（教育資料等）への反映

4.運転員及び緊急時対応要員への教育・訓練
　プログラム策定へのリスク情報の活用

5.１次冷却系統のフィードアンドブリード操作の
　信頼性向上

6.巡視点検時の余熱除去ポンプＲＷＳＴ戻り弁閉状態
　の監視強化

7.炉内計装盤更新工事

8.使用済燃料乾式貯蔵施設の設置

9.確率論的地震ハザード高度化を踏まえた地震ＰＲＡ
　の実施

1.ＥＣＣＳ再循環切替自動化設備の導入

2.１次冷却材ポンプシャットダウンシールの導入

今
後
検
討
に

取
り
組
む
追
加
措
置

安
全
性
向
上
評
価
か
ら
抽
出
さ
れ
た
追
加
措
置

今
後
実
施
を
計
画
す
る
追
加
措
置

2022年度 2023年度 2024年度

安全性向上評価届出

分類 内容
2021年度

第２回▼ 第３回▼ 第４回(予定)▽

実施(予定)▽

運転時内的ＰＲＡ高度化他の反映

▼影響評価

設置工事
実施(予定)▽▼着工

2026.6 実施(予定)

順次実施(予定)▽

資料の検討・調整

実施(予定)▽SSHACハザードを

考慮した影響評価

実施方法の検討・調整

実施(予定)▽

実施方法の検討・調整

実施(予定)▽

採否に向けた具体的な検討

検討完了(予定)▽

検討完了(予定)▽

実施(予定)▽

実施方法の検討・調整

実施(予定)▽

採否に向けた具体的な検討
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○ 安全性向上計画
自律的・効率的な安全性向上の基盤となる取り組みに係る安全性向上計画は以下のとおりで

あり、リスクマネジメントの実践・浸透、PRAの高度化、活用推進等に継続的に取り組む。
2025年度

下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期

1.リスク評価におけるＰＲＡの活用推進
（リスク評価・プラント適用）

2.リスク評価におけるＰＲＡの活用推進
（ＰＲＡの技術検討）

3.原子力安全に係るリスクマネジメントの仕組みの強化
（リスクマネジメントの強化）

4.原子力リスク研究センターの積極的活用
（ＰＲＡの技術検討）

2023年度 2024年度

安全性向上評価届出

分類 内容

自
律
的
・
効
率
的
な
安
全
性
向
上
の
基
盤
と
し
て

安
全
性
向
上
計
画
に
含
め
た
取
り
組
み

自
主
的
安
全
性
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み

2021年度 2022年度

保安活動への段階的なリスク情報活用の適用

外部専門家によるレビュー、課題抽出、対応方針の検討など

1.リスク評価におけるＰＲＡの活用推進（リスク評価・プラント適用）と同じ

2.リスク評価におけるＰＲＡの活用推進（ＰＲＡの技術検討）と同じ

ＮＲＲＣデータ収集ガイドラインに基づく伊方発電所の故障率データの収集・反映

ＮＲＲＣの支援を受けた伊方３号プロジェクトによるＰＲＡ手法の高度化

特重施設などの新設設備・手順のモデルへの反映

第２回▼ 第３回▼ 第４回(予定)▽

▼第７回レビュー

内部事象出力運転時ＰＲＡモデルに反映▼

社外教育の受講、社内教育の充実等による人材育成

共同委託等による地震ＰＲＡ手法の高度化検討

地震等ＰＲＡモデルに反映(予定)▽影響評価▼

▼第８回レビュー ▼第９回レビュー

▼停止時リスク管理方法の見直し

高リスク工程における補償措置の実施

▼文書変更に伴うリスク評価（試評価）開始

▼リスクマネジメントの基本的考え方を定めた文書の制定・実践

リスクマネジメントの概念の理解・浸透を図るための

周知会、職場研究会の開催

内部事象出力運転時ＰＲＡモデルに反映▼
地震等ＰＲＡモデルに反映(予定)▽

地震ＰＲＡモデルに反映(予定)▽影響評価▼

伊方SSHACプロジェクトで高度化した確率論的地震ハザードのモデルへの反映
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○ 安全性向上計画 （前頁のつづき）

※：2020年６月のアクションプラン改訂で追加された「ＲＩＤＭのための技術基盤の活用及び改善」、「研究開発の継続と成果の適用」及び「ＲＩＤＭプロ
セスの適用範囲の拡大」については、「原子力の自主的安全性向上に向けた今後の取り組みについて（自主的安全性向上）」や「リスク情報活用の実現
に向けた戦略プラン及びアクションプラン（ＲＩＤＭ戦略プラン）」の項目に関連して取り組みを進めている。

※

2025年度

下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期

5.原子力リスク研究センターの積極的活用
（新知見の収集・ﾘｽｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ手法の改善等）

6.事故対応能力の向上等（社内教育の充実）

7.事故対応能力の向上等（組織文化の構築）

8.パフォーマンス監視・評価

9.リスク評価

10.意思決定・実施

11.改善措置活動（ＣＡＰ）

12.コンフィギュレーション管理（ＣＭ）

2022年度 2023年度 2024年度

安全性向上評価届出

分類 内容

自
律
的
・
効
率
的
な
安
全
性
向
上
の
基
盤
と
し
て

安
全
性
向
上
計
画
に
含
め
た
取
り
組
み

自
主
的
安
全
性
向
上
に

向
け
た
取
り
組
み

Ｒ
Ｉ
Ｄ
Ｍ
戦
略
プ
ラ
ン

2021年度

2.リスク評価におけるＰＲＡの活用推進（ＰＲＡの技術検討）と同じ

1.リスク評価におけるＰＲＡの活用推進（リスク評価・プラント適用）と同じ

教育訓練の継続実施・実施内容の改善

設計基準文書の整備

継続的な改善

継続的な改善

リスクコミュニケーション手法の継続的な改善

第２回安全性向上

評価結果の公表▼

第２回▼ 第３回▼ 第４回(予定)▽

安全性向上に係る

結果の活用

安全性向上に係る

結果の活用

▼設計基準文書とりまとめ

継続的な改善

教育訓練の継続実施・実施内容の改善

第３回安全性向上評価結果の公表▼
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添付-5

第２回安全性向上評価届出の調査対象期間内に実施済みまたは運用開始済みの追加措置（図①）
【No.2】プロセス管理課による作業レビュー【No.1】状態報告（ＣＲ）収集の充実

添付資料１ これまでに実施済みまたは運用開始済みの安全性向上計画

＜第２回安全性向上評価＞
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添付-6

第２回安全性向上評価届出の調査対象期間内に実施済みまたは運用開始済みの追加措置（図②）
【No.4】作業性、保守技術及び作業要領の改善【No.3】宿直要員の適切な管理

添付資料１ これまでに実施済みまたは運用開始済みの安全性向上計画

＜第２回安全性向上評価＞
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第２回安全性向上評価届出の調査対象期間内に実施済みまたは運用開始済みの追加措置（図③）
【No.5】低圧タービン動翼取替工事

取替対象（7段動翼）

第２低圧タービン 第１低圧タービン 高圧タービン発電機 ＧＯＶ側ＧＥＮ側

（発電機側） （調速機側）

【No.6】新型コロナウィルス感染症への対応

添付資料１ これまでに実施済みまたは運用開始済みの安全性向上計画

＜第２回安全性向上評価＞
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No. 追加措置 追加措置概要 実施時期
（予定）

実施時期
（実績）

関連する
評価分野

1 恒設非常用発電機設置工事
非常用所内電源の更なる信頼性向上の観点から、既存の非常
用電源であるディーゼル発電機に対して、異なる冷却方式である
空冷式のガスタービン発電機、燃料タンク等を設置した。

2019年度
下期

2021年
２月

保守管理
（第１回）

2 安全保護系ロジック盤
取替工事

安全保護系ロジック盤について、設備老朽化への対応として取
替を実施し、信頼性及び保守性の向上を図った。

2021年度
上期

2021年
12月

保守管理
（第１回）

３ １次系配管取替え工事
１次系ステンレス配管の応力腐食割れ（ＳＣＣ）対策として、
高温かつ溶存酸素濃度が高い箇所の材料変更、内面に硬化
層がある可能性が懸念される曲げ管のエルボ等への取替を実施
した。

2021年度
上期

2022年
１月

保守管理
（第１回）

４
確率論的リスク評価結果から

得られる
リスク寄与が大きい

運転操作等に係る教育・訓練

確率論的リスク評価の結果から代表的事故シーケンスに登場す
る操作失敗等のリスク情報を教育・訓練プログラムの策定に活用
した。

次回の評価時点
までに実施予定

(2020年度上期)
2020年
８月

確率論的
リスク評価
（第１回）

５
原子炉補機冷却水ポンプ

待機除外時の
原子炉補機冷却水
負荷制限運用の整備

保修のために原子炉補機冷却水ポンプを待機除外にする際に、
原子炉補機冷却水系の全喪失に係るリスクを低減するため、原
子炉補機冷却水ポンプの負荷制限運用を整備した。

次回の評価時点
までに実施予定

(2020年度上期)
2020年
10月

確率論的
リスク評価
（第１回）

６
特定重大事故等対処設備

として導入する
格納容器スプレイ及び

フィルタベント

格納容器の過圧破損に係るリスク低減を図るため、特定重大事
故等対処設備を用いた格納容器スプレイ及びフィルタベントを整
備した。

2020年度
下期

2021年
10月

確率論的
リスク評価
（第１回）

第１回安全性向上評価届出にて今後実施を計画する追加措置とした措置（完了分）（一覧表１／２）

添付資料１ これまでに実施済みまたは運用開始済みの安全性向上計画

＜第２回安全性向上評価＞
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No. 追加措置 追加措置概要 実施時期
（予定）

実施時期
（実績）

関連する
評価分野

７ 安全裕度評価結果
の教育・訓練

起因事象の発生、緩和機能の喪失など、クリフエッジに至るまで
の過程について教育・訓練を行うことにより、運転員や緊急時対
応要員の事故対応能力向上を図った。

次回の評価時点
までに実施予定

(2020年度上期)
2020年
４月

安全裕度評価
（第１回）

８ 余裕時間評価結果
の手順書への反映

安全裕度評価で確認した余裕時間評価の結果を反映し、より
現実的なプラント挙動を把握するとともに、アクシデントマネジメン
トに活用した。

次回の評価時点
までに実施予定

(2020年度上期)
2020年
５月

安全裕度評価
（第１回）

９ メタクラ３Ｄ
保護継電器取替

メタクラ３Ｄの既設アナログ保護継電器をデジタル保護継電器に
取替えた。

2019年度
下期

2020年
９月

安全裕度評価
（第１回）

添付資料１ これまでに実施済みまたは運用開始済みの安全性向上計画

第１回安全性向上評価届出にて今後実施を計画する追加措置とした措置（完了分）（一覧表２／２）
＜第２回安全性向上評価＞
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第１回安全性向上評価届出にて今後実施を計画する追加措置とした措置（完了分）（図①）

 
検出器

安全保護系
計器ラック

原子炉トリップ
しゃ断器

工学的安全施設

安全保護系
ロジック盤

安全防護系
シーケンス盤

取替対象

【No.2】安全保護系ロジック盤取替工事

 

3号機建屋

非常用ガスタービン
発電機建屋（新設）

【No.1】恒設非常用発電機設置工事

【No.3】１次系配管取替え工事

 

○凡例

　
余剰抽出
冷却器

　
蓄圧ﾀﾝｸ

 
  高圧注入
　ﾎﾟﾝﾌﾟ

余熱除去
ﾎﾟﾝﾌﾟ

余熱除去
ﾎﾟﾝﾌﾟ

余熱除去
ﾎﾟﾝﾌﾟ

 
  高圧注入
　ﾎﾟﾝﾌﾟ

余熱除去
ﾎﾟﾝﾌﾟ

原子炉
容器

蒸気発生器
３C

蒸気発生器
３B

蒸気発生器
３A

１次冷却材
ﾎﾟﾝﾌﾟ３A

　高圧注
　入ﾗｲﾝ

　
余熱除去
ﾎﾟﾝﾌﾟ

　
蓄圧ﾀﾝｸ

１次冷却材
ﾎﾟﾝﾌﾟ３B

加圧器

  加圧器逃がし
  タンクへ

再生熱交換器

格納容器冷却材
ﾄﾞﾚﾝﾀﾝｸ

非再生冷却器

　充てんﾗｲﾝ

１次冷却材
ﾎﾟﾝﾌﾟ３C

　高圧注
　入ﾗｲﾝ

　
蓄圧ﾀﾝｸ

余熱除去
ﾎﾟﾝﾌﾟ

余熱除去
ﾎﾟﾝﾌﾟ

　高圧注
　入ﾗｲﾝ

M

M

　 
余熱除去ﾎﾟﾝﾌﾟ

： 取替済範囲

： 取替予定範囲

　高圧注
　入ﾗｲﾝ

（橙線部分が対象）

添付資料１ これまでに実施済みまたは運用開始済みの安全性向上計画

＜第２回安全性向上評価＞
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原子炉補機
冷却水ポンプ

Aヘッダ
戻り

Bヘッダ
戻り

Cヘッダ
戻り

Aヘッダ
供給

Bヘッダ
供給

Cヘッダ
供給

①保修のため待機除外

②安全系高圧交流母線の
機能喪失等により運転不可

③モータが過電流トリップ

保修のため
原子炉補機冷却水ポンプ

１台を待機除外

不要負荷への
原子炉補機冷却水
通水停止、制限

原子炉補機冷却水系の
部分喪失

（共通原因故障等の機器故障発生による）

原子炉補機冷却水系の
全喪失

残り１台の
原子炉補機冷却水ポンプ

運転可能

残り１台の
原子炉補機冷却水ポンプ

運転不可

原子炉補機冷却水系の
部分喪失

（共通原因故障等の機器故障発生による）

原子炉補機冷却水系の
部分喪失

： 運用改善に伴う
　追加、変更箇所

運用改善前 運用改善後

原子炉補機冷却水ポンプ待機除外時における
原子炉補機冷却系統の負荷運用の概要図

原子炉補機冷却水ポンプを保修のために待機除外する際は、プラントの通常運
転及び事故対応に不要な補機への冷却水通水を停止または制限し、さらに別
の故障が重畳して原子炉補機冷却水ポンプが１台運転となった場合において
も、原子炉補機冷却水ポンプの運転継続を可能とする。

【No.5】原子炉補機冷却水ポンプ待機除外時の原子炉補機冷却水負荷制限運用の整備

【No.4】確率論的リスク評価結果から得られるリスク寄与が大きい運転操作等に係る教育・訓練

炉心損傷頻度への寄与が大きい事故シナリオから
運転員及び緊急時対策要員の診断・操作を特定

ＦＶ重要度を用いて運転員及び緊急時対策要員の
診断・操作の重要性を整理

○教育への活用
○訓練計画への活用

内部事象出力運転時レベル１ＰＲＡ
事故シーケンスグループ別炉心損傷頻度

添付資料１ これまでに実施済みまたは運用開始済みの安全性向上計画

第１回安全性向上評価届出にて今後実施を計画する追加措置とした措置（完了分）（図②）
＜第２回安全性向上評価＞
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【No.6】特定重大事故等対処設備として導入する格納容器スプレイ及びフィルタベント 【No.9】メタクラ3D保護継電器取替

デジタル化前の保護継電器（高圧注入ポンプ3Bの例）

デジタル化後の保護継電器（高圧注入ポンプ3Aの例）

添付資料１ これまでに実施済みまたは運用開始済みの安全性向上計画

第１回安全性向上評価届出にて今後実施を計画する追加措置とした措置（完了分）（図③）
＜第２回安全性向上評価＞
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添付-13添付資料２ これまでの社会への情報発信、社会とのコミュニケーション実績
（第２回安全性向上評価届出まで）
No. 追加措置 追加措置概要 実施時期

１ プレスリリースによる
評価結果の公表

安全性向上評価の目的、内容、評価結果、今後実施を計画する追加措置の概要と実施時期を取りまとめた。
また、取りまとめた内容をプレスへ公表するとともに、ホームページに掲載した。
伊方発電所３号機 安全性向上評価届出書の提出について

https://www.yonden.co.jp/press/2019/__icsFiles/afieldfile/2019/05/24/pr007.pdf

2019年
５月

２ ホームページ等による
届出書の公開

当社ホームページにおいて、届出書の本文、添付資料を公開するとともに、原子力ライブラリにおいて公開した。
なお、原子力ライブラリは、本店（高松）、原子力本部（松山）、伊方ビジターズハウスに設置している。
伊方発電所３号機 第１回 安全性向上評価届出書

https://www.yonden.co.jp/energy/atom/safety/safety_improvement/20190524_assessment.html

2019年
５月

３
学会等を通じた
安全性向上に係る
取り組みの説明

日本保全学会第16回学術講演会において、「PRAの改善に係る四国電力の取り組みと安全性向上評価につ
いて」として、伊方３号プロジェクトの進捗状況及び伊方発電所３号機の安全性向上評価届出のうち、PRAの
実施状況を紹介した。

2019年
７月

日本保全学会第17回学術講演会において、「伊方SSHACプロジェクトの成果を活用した更なる安全性向上に
向けた四国電力の取り組み」として、伊方３号プロジェクトの技術タスク「地震ハザード評価の高度化」に関する成
果を活用した今後の地震PRAへの展開、更なる安全性向上への取り組みについて報告した。

2021年
7月
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 PRAモデル高度化
 海外から招聘した専門家によるレビューを受け、結果をモデル
に反映。

• 伊方３号機の特徴を踏まえた起因事象の選定、イベント
ツリー構築

• 米国の人間信頼性評価ツールの導入、運転員インタビュー
等を用いた入力パラメータの整備

• 最適条件での成功基準解析
• 海外の最新知見を取り入れた起因事象発生頻度の評価等

機能の概要 フェーズ１における目標
•課題とその解決策について、発電所の安全に与える影響を
評価し、意思決定に必要な情報を提供する。

•情報提供に用いるPRAは、現実のプラント状態を反映した
評価とする。

•既存のPRAモデルを高度化するとともに、 PRAの信頼性パ
ラメータとして個別プラントデータを使用。

• PRA実務者を育成。

海外専門家によるレビューの様子

運転員インタビューの様子

 第１回安全性向上評価におけるPRAに活用
 新しい検査制度の適用を円滑に進めるため、電力事業者の代表
として原子力規制庁と議論し、原子力規制検査に事業者PRA
モデルを活用する枠組みを構築。

 原子力規制庁は、伊方３号機を同検査に使用する初めてのケ
ースとして適切性を確認。

添付資料３ これまでの継続的な安全性向上に係る具体的な取り組み
リスク評価に関する事例
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• 伊方3号機の特徴を反映するなどにより高度化したPRAモデルを既存の業務におけるRIDM
に順次展開していく。

• 今後も専門家のレビューで得られた知見の反映や個別プラントの機器故障率整備、PRAに
係る人材育成に継続的に取り組む。

 信頼性パラメータの整備
 個別プラントデータを反映した信頼性パラメータの整
備として、伊方３号機の2004～2010年の7年分の
故障率データを収集し、第１回安全性向上評価に
おけるPRAに活用。

 EAMを活用した故障率データ収集の仕組みを整備。
 2011年以降の故障率データについても、継続的に
収集。（第３回安全性向上評価におけるPRAに
活用。）

保修依頼を抽出し、機器の故障データを収集

 PRA実務者の育成
 PRA業務担当者に対し、PRA専門家（海外の専門家を含む）を講師とした

PRA実務者教育を実施（１週間×6回／年）。
 メーカーのPRAモデル作成作業に参画。

実務者教育合格証フェーズ１終了

添付資料３ これまでの継続的な安全性向上に係る具体的な取り組み
リスク評価に関する事例
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＜フェーズ１以降の取り組み＞
第２回安全性向上評価におけるPRA
 より現実に即した人間信頼性評価手法（HRA calculator）やNRRCが新しく整備し
た国内一般機器故障率の適用等を実施。

 第１回安全性向上評価以降に運用を開始した特定重大事故等対処施設、蓄電池
(3系統目)、非常用ガスタービン発電機等のリスク低減効果を確認。

 特定重大事故等対処施設の設置により、格納容器機能喪失頻度が約50％程度低
減。

添付資料３ これまでの継続的な安全性向上に係る具体的な取り組み
リスク評価に関する事例
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最終報告書

日本原子力学会
貢献賞

伊方SSHACプロジェクトの成果公表
 米国における確率論的地震ハザード解析の評価
手順を定めたガイドラインのレベル３プロセスを適
用するプロジェクトを国内で初めて実施。
（成果については、当社ホームページ※にて公開）
 原子力平和利用の進展に寄与するものとして、
日本原子力学会から貢献賞を受賞。

 第２回安全性向上評価では、同プロジェクトから
得られた地震ハザードが地震PRAに与える影響
を確認する感度解析を実施。

 本成果を活用した地震PRAを第４回安全性
向上評価において実施予定。

※：伊方SSHACプロジェクト
https://www.yonden.co.jp/energy/atom/safety/sshac_project/index.html

添付資料３ これまでの継続的な安全性向上に係る具体的な取り組み
リスク評価に関する事例
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添付-18添付資料３ これまでの継続的な安全性向上に係る具体的な取り組み
意思決定・実施に関する事例

 リスク情報活用のための基盤整備として、PRAモデル化対象機器・対象範囲の識別情報、
リスク重要度データをEAMを活用して発電所内で共有。

 人材育成として、PRAの基礎知識についての集合教育（2016年～2019年：のべ323
名が参加）※を実施し、NRRC主催の意思決定者向けリスク情報活用演習についても、
主に管理職が受講。

 原子力部門における活動方針として「リスクマネジメントに係る基本的考え方」を定め、
RIDMプロセスの理解浸透を図る周知会を実施。

 以下の業務プロセスにRIDMを導入。
 不適合管理における不適合レベル判定、是正処置の策定
 工事管理における工事計画の策定
 未然防止処置管理における未然防止処置の策定、入力情報への「PRA等により抽出された改
善措置」の追加

機能の概要 フェーズ１における目標
•規制基準にとどまることなく安全性を向上するため、従来の
決定論的評価からの知見などに加え、PRAから得られる情
報を組み合わせた評価により、業務上の意思決定を行う。

•従来の決定論的評価からの知見などに加えて、PRAから得
られる知見を組み合わせた評価に基づき、意思決定を行う
プロセスを構築。

• EAMを活用してPRAモデル化対象機器等の情報を共有することで、RIDMの基盤を整備
するとともに、日常業務プロセスの一部にRIDMを段階的に導入。

• 今後は、これらを活用・改善しながら、着実に実績を積み重ねていく。

フェーズ１終了

※2020年度からは原子力本部全員が
受講可能となるe-ラーニングに移行。
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工事計画の策定段階等において、PRAを考慮したプラントのリスクレベルへの影響
を確認するプロセスを導入。

検討依頼を
EAMに登録

性能に関する要求事項、適用される法令、
安全上の要求事項、リスク評価等に関す
る検討を関係箇所に依頼

 関係箇所

 原子力安全リスク評価G
• PRAへの影響有無の確認

•検討項目への影響確認、
検討結果を通知

• リスク評価を実施

•評価結果の通知

•保障措置の検討支援

【原子力発電安全委員会】
•原子力部長、伊方発電所長など
•適宜開催
以下を超える場合に審議
⊿CDF：10-6[/炉年]
⊿CFF：10-7 [/炉年]

 工事主管課

•検討結果の集約、対応
方針の検討

•工事計画説明書の作成

•予算計上、実施決定

リスク評価

その他の
検討項目

問題点等

【工事管理関連会議体】
•工事計画検討会
•設計レビュー会議
•伊方発電所安全運営委員会

※赤字はリスク情報の活用箇所を示す。
工事管理プロセスの例

（未然防止処置、是正処置の検討においても同様の影響確認を実施）

設備毎のリスク評価
対象区分を表示

PRA対象範囲
系統図

EAMにて共有

リスク重要度等
データ報告書

添付資料３ これまでの継続的な安全性向上に係る具体的な取り組み
意思決定・実施に関する事例
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炉心損傷頻度が増加する場合の判断のめやす

 PRAによる影響検討と判断のめやす
 工事対象機器がPRAの対象である場合に、原子力安全リスク評価Gにおいてリスク評価
を実施し、炉心損傷頻度等により影響を確認した結果を主管課に連絡する。

 判断のめやす（⊿CDF：10-6[/炉年]、⊿CFF：10-7 [/炉年]）は、日本原子力
学会標準「原子力発電所の継続的な安全性向上のためのリスク情報を活用した統合
的意思決定に関する実施基準」を参考とした。

格納容器機能喪失頻度が増加する場合の判断のめやす

注a）内的事象及び外的事象を含むリスクに対して適用し、右図と併用する。

注b）性能目標案の趣旨を踏まえ、許容されないベースラインCDFの境界は濃淡で示している。

注c）ベースラインCDF（横軸）は選択肢の実施前のCDF、CDFの増加量（横軸）は選択肢の
実施後のCDFとベースラインCDFの差とする。

注d）評価結果が本図の範囲外である場合には領域の境界線を直線外挿する。

注e）領域ⅢにおいてCDFの増加量がベースラインCDFを上回る場合には、補償措置を検討する。

注a）内的事象及び外的事象を含むリスクに対して適用し、左図と併用する。

注b）性能目標案の趣旨を踏まえ、許容されないベースラインCFFの境界は濃淡で示している。

注c）ベースラインCFF（横軸）は選択肢の実施前のCFF、CFFの増加量（横軸）は選択肢の
実施後のCFFとベースラインCFFの差とする。

注d）評価結果が本図の範囲外である場合には領域の境界線を直線外挿する。

注e）領域ⅢにおいてCFFの増加量がベースラインCFFを上回る場合には、補償措置を検討する。

領域 Ⅰ

領域 Ⅱ-B 領域 Ⅱ-A

領域 Ⅲ

ベースラインCDF（／炉年）

CD
Fの
増
加
量
（
／
炉
年
）

10-7 10-6 10-5 10-4

10-7

10-6

10-5

10-4

領域Ⅰ：リスクの増加は許容されない
領域Ⅱ：リスクの増加は小さく、次の要件を実施の上、IRIDMの次のステップに進む
領域Ⅱ-A：性能目標への適合性確認、補償措置の検討及び計画
領域Ⅱ-B：補償措置の検討及び計画
領域Ⅲ：リスクの増加は十分小さく、IRIDMの次のステップに進む

領域 Ⅰ

領域 Ⅱ-B 領域 Ⅱ-A

領域 Ⅲ

ベースラインCFF（／炉年）

CF
Fの
増
加
量
（
／
炉
年
）

10-8 10-7 10-6 10-5

10-8

10-7

10-6

10-5

領域Ⅰ：リスクの増加は許容されない
領域Ⅱ：リスクの増加は小さく、次の要件を実施の上、IRIDMの次のステップに進む
領域Ⅱ-A：性能目標への適合性確認、補償措置の検討及び計画
領域Ⅱ-B：補償措置の検討及び計画
領域Ⅲ：リスクの増加は十分小さく、IRIDMの次のステップに進む
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添付-25

プロセス管理課の活動実績例 ３号機 使用済燃料ピットポンプ３Ｂ電動機点検作業計画の確認

使用済燃料ピット（ＳＦＰ）ポンプ３Ｂの点検が計画されている。

使用済燃料ピット

燃料集合体

使用済燃料ピット冷却器 使用済燃料ピットポンプ

3A

3B

（SFP)

（点検）

（運転）

＜情報収集・確認＞
 本点検に伴いＳＦＰポンプ２台中１台が運転不能となるため、本点検

期間中に万一、運転中のＳＦＰポンプ３Ａが運転不能となった場合、
使用済燃料の冷却ができなくなるリスクがある。

 作業担当課では、万一、ポンプが全台運転不能となった場合でも、点検
中のＳＦＰポンプ３Ｂの復旧に要する時間は最大約２４時間と推定さ
れたことから、ＳＦＰ温度が52℃に到達する（41.1時間）前に点検中
のＳＦＰポンプ３Ｂを運転してＳＦＰの冷却を再開できることを確認。

＜提案＞
 作業員に本作業のリスクを認識してもらうため、本作業はＳＦＰ冷却機

能喪失となるリスクがあることを作業前に作業員に周知することを提案。
 提案が反映されていることを確認。

＜プロセス管理課でのレビュー＞

＜参考：ＳＦＰの温度評価＞
・ＳＦＰポンプ１台運転中のＳＦＰ温度：30.2℃
・ＳＦＰポンプ全台使用不能時のＳＦＰ温度上昇率：0.53℃／時間（ポンプ点検時点におけるSFP内の燃料集合体の崩壊熱から算出）
・ＳＦＰポンプ全台使用不能時ＳＦＰ温度 52℃（社内規定）到達時間：41.1時間後
・ＳＦＰポンプ全台使用不能時ＳＦＰ温度 65℃（制限値）到達時間 ：65.7時間後
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